
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年６月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２１年１１月２６日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 青森県東通村野牛
のうし

漁港北東方沖 野牛港第２東防波堤北灯台から真方位０

６５°８８０ｍ付近 

（概位 北緯４１°２１.９′ 東経１４１°２１.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 第１１ 龍
りゅう

運
うん

丸、４.８トン 

 ＡＭ３－３６３６３（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.１０ｍ(Lr)×３.０５ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成５年１１月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和６２年４月２４日 

  免許証交付日 平成１９年１月１０日 

         （平成２４年４月２３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ７６歳 

 死傷者等 負傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか５人が乗り組み、さけ定置網漁のため、

青森県東通村野牛漁港北東方の漁場において、船首部に４人、船尾部に３

人の乗組員を配し、当日３箇所目の袋網の揚網作業を行った。 

 

 甲板員Ａは、船首側キャプスタンの船尾側に船首方を向いて立ち、操作

レバーでキャプスタンを時計回りの回転数毎分約３０に設定したのち、袋

網につながれたロープ（以下「引揚げロープ」という。）をキャプスタン

に２回巻き付けて袋網の巻き揚げを開始した。 

 甲板員Ａは、引揚げロープがキャプスタンの回転部で滑るので、左手で

巻き出し側の引揚げロープをキャプスタン側に強く引き寄せながら更に１

回巻き付けようとしたところ、引き寄せた引揚げロープがキャプスタンの

巻き込み側に巻き込まれたため、平成２１年１１月２６日０７時５０分ご

ろ、左手がキャプスタンに巻き込まれた。 

 船長は、操舵室の左舷側甲板上で、袋網が引き揚げられるのを待ってい

たところ、乗組員の叫び声を聞き、甲板員Ａがキャプスタンに巻き込まれ

ていることに気付き、直ちに油圧ポンプのメインスイッチを切ってキャプ
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スタンを停止した。 

 本船は、操業を中止して野牛漁港に帰港し、甲板員Ａは救急車で病院に

搬送された。 

 甲板員Ａは、左小指及び環指全切断、左中指及び示指指先切断、並びに

左尺骨骨折の重傷を負った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項  キャプスタンは、油圧駆動式で、船首甲板の右舷側及び後部甲板の中央

部に各１基が設置され、それぞれの近くに付設された操縦レバーで発停並

びに回転方向及び回転数の調整ができるようになっていた。また、駆動用

油圧ポンプのメインスイッチが操舵室内に設置されていた。 

 揚網作業は、両端が袋網につながれた引揚げロープを２基のキャプスタ

ンを使用して左舷側から巻き揚げるようにして行われており、通常、船の

位置を調整するため、船首側を最初に巻き揚げ、少し遅れてから船尾側を

巻き揚げるようにしていた。 

事故発生当時、船首側キャプスタンの巻き出し側引揚げロープは、船尾

側キャプスタンにも巻き付けられており、たわみの少ない状態になってい

た。 

 甲板員Ａは、本船での作業経験が約１０年で、いつも船首側のキャプス

タン作業に当たっており、引揚げロープをキャプスタンに巻き付ける際に

は、ふだんから両手で引揚げロープを持ち、左手で巻き込まれないように

保持しながら右手でキャプスタンに巻き付けていた。 

 事故当時、左手だけで巻き付け作業を行った理由については、明確な回

答が得られなかった。 

 本船は、左舷前方から風と波を受けていたため、少し上下動の揺れがあ

ったが、通常の操業環境にあった。 

 甲板員Ａは、滑り止めゴムの付いた薄い綿製の手袋を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、野牛漁港北東沖において揚網作業中、

甲板員Ａが、左手だけで引揚げロープをキャプス

タンに巻き付けようとし、引き寄せた引揚げロー

プがキャプスタンの巻き込み側に巻き込まれたた

め、左手がキャプスタンに巻き込まれたものと考

えられる。 

 引揚げロープは、両手で持ってキャプスタンに

巻き付ける作業を行うべきである。  

原因  本事故は、本船が野牛漁港北東方沖の漁場において揚網作業中、甲板員

Ａが、左手だけで引揚げロープをキャプスタンに巻き付けようとしたた

め、左手がキャプスタンに巻き込まれたことにより、発生したものと考え

られる。 

 
 




